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information

令
和
５
年
春
開
始
接
種
を
次
の
と
お

り
実
施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者
で
接
種

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
８
月
ま
で
に
一

人
１
回
接
種
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
接
種
の
対
象
者

　

初
回
接
種（
１
・
２
回
目
）を
終
了
し
、

前
回
接
種
か
ら
３
カ
月
を
経
過
し
た

①
６５
歳
以
上
の
方

②
５
～
６４
歳
で
基
礎
疾
患
を
有
す
る
方

ま
た
は
そ
の
他
重
症
化
リ
ス
ク
が
高

い
と
医
師
が
認
め
る
方

③
医
療
従
事
者
お
よ
び
高
齢
者
施
設
・

障
害
者
施
設
等
従
事
者
の
方

●
接
種
期
間

　

５
月
８
日（
月
）～
８
月
３１
日（
木
）

●
接
種
券
に
つ
い
て

・
対
象
者
①
６５
歳
以
上
の
方
に
は
、
５

月
に
接
種
券
等
を
発
送
し
ま
し
た
。

（
お
手
元
に
村
が
発
行
し
た
未
使
用

の
接
種
券
を
お
持
ち
の
方
は
そ
ち
ら

を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。）

※
対
象
者
②
③
に
該
当
す
る
方
や
接
種

券
を
紛
失
、
転
入
等
の
理
由
に
よ
り

接
種
券
の
発
行
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

窓
口
・
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
申
請

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

（
令
和
５
年
春
開
始
接
種
）

に
つ
い
て

に
て
接
種
券
発
行
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。
詳
細
は
、
村
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
接
種
方
法

　

医
療
機
関
に
お
け
る
個
別
接
種
と
な

り
ま
す
。
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
で
の

集
団
接
種
は
予
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

各
自
、
案
内
を
参
考
に
医
療
機
関
へ

の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
接
種
を
受
け
る
際
の
費
用

　

全
額
公
費
で
行
う
た
め
、
無
料
で
す
。

　　

接
種
期
間
延
長
に
よ
り
、
引
き
続

き
、
１２
歳
以
上
の
初
回
接
種（
１
・

２
回
目
）、
小
児（
５
～
１１
歳
）・
乳

幼
児（
生
後
６
カ
月
～
４
歳
）の
接
種

に
つ
い
て
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す

る
詳
し
い
内
容
は
、
村
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
特

設
ペ
ー
ジ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い

●
問
合
せ
先

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課村公式ホームページ

自
主
避
難
所
と
は
、
台
風
が
接
近
す

る
恐
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は
長
時
間
降

り
続
く
雨
の
影
響
等
で
、
洪
水
な
ど
の

発
生
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
に
、
住
民
の

皆
さ
ま
の
問
合
せ
状
況
を
考
慮
し
た
う

え
で
、
避
難
情
報
発
令
前
に
避
難
を
希

望
さ
れ
る
方
を
対
象
と
し
て
、
一
時
的

に
避
難
所
を
開
設
す
る
も
の
で
す
。

状
況
に
よ
り
自
主
避
難
所
を
変
更
す

る
場
合
や
避
難
者
が
い
な
か
っ
た
場
合

は
閉
鎖
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
避
難
情
報
発
令
前
に
避
難
を

希
望
さ
れ
る
方
を
対
象
に
、
本
村
が
開

設
を
決
め
る
た
め
、
昼
間
の
周
囲
が
明

る
い
う
ち
に
避
難
す
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

自
主
避
難
所
の
開
設
状
況
は
、
村
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
す
る
か
、

総
務
部
総
務
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

●
自
主
避
難
所	

　
　
　
　
　
　
　
　

自
主
避
難
所

所
在
地

中
央
公
民
館

竹
之
郷
三
丁
目
１
番
地

大
宝
一
時
避
難
所

大
宝
一
丁
目
79
番
地
の
３

新
政
成
一
時
避
難
所
大
字
新
政
成
四
丁
目
31
番
地
の
１

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
総
務
課

自
主
避
難
所
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

70
歳
以
上
7５
歳
未
満
の
方
に
は
、
保
険

証
に
加
え
て
、
高
齢
受
給
者
証
を
お
持

ち
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

現
在
皆
さ
ま
が
お
持
ち
の
高
齢
受
給

者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
３１
日（
月
）ま

で
で
す
。
８
月
１
日（
火
）か
ら
使
用
で

き
る
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
中
旬
以
降

に
送
付
し
ま
す
。

高
齢
受
給
者
証
の
色
は
、
白
色
か
ら

薄
だ
い
だ
い
色
に
変
わ
り
ま
す
。

８
月
１
日（
火
）以
降
に
医
療
機
関
等

で
受
診
を
す
る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
保
険
証
と
一
緒
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
期
限
が
過
ぎ
た
高
齢
受
給
者

証
は
、
ご
自
宅
に
お
い
て
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
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休日もカードの受け取りを受け付けます休日もカードの受け取りを受け付けます
７月29日（土）午前9時～正午

　次の必要書類を持って住民課までお越しください。

・個人番号カード交付通知書（ハガキ）

・通知カード（薄緑色の紙のカード）

・本人確認書類

　1点で確認できるもの・・・運転免許証、パスポート等

　２点で確認できるもの・・・健康保険証、介護保険証、学生証等

	 ●問合せ先　民生部住民課

7
月
中
旬
に「
令
和
５
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」を

送
付
し
ま
す
。

●
保
険
料
の
支
払
方
法

原
則
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
と
な

り
ま
す（
特
別
徴
収
）。
た
だ
し
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
後
半
年
程
度

の
間
や
、
年
金
の
額
が
年
間
１8
万
円
未

満
の
方
ま
た
は
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ

た
保
険
料
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を

超
え
る
場
合
は
、
引
き
落
と
し
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
と
な
ら
な

い
方
に
つ
い
て
は
、
口
座
振
替
や
納
付

書
で
個
別
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。（
普

通
徴
収
）

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が

決
定
し
ま
す

現
在
皆
さ
ま
が
お
持
ち
の
保
険
証
の

有
効
期
限
は
７
月
３１
日（
月
）ま
で
で
す
。

８
月
１
日（
火
）か
ら
使
用
で
き
る
保
険

証
を
、
７
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て

簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
の
色
は
、
青
色
か
ら
オ
レ
ン

ジ
色
に
変
わ
り
ま
す
。

保
険
証
は
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
る
と

使
用
で
き
ま
せ
ん
。
８
月
１
日（
火
）以

降
に
医
療
機
関
等
で
受
診
す
る
と
き
は
、

必
ず
新
し
い
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
、
ご
自
宅

に
お
い
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
証
を
更
新
し
ま
す
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●
対
象
者

・
障
害
者
医
療
、
精
神
障
害
者
医
療
、

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
の
要
件
に
当

て
は
ま
る
方

・
ね
た
き
り
、
認
知
症
の
方
で
要
介
護

度
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
て
い
て
、

生
活
介
護
を
３
カ
月
以
上
継
続
し
て

受
け
て
い
る
方（
所
得
制
限
あ
り
）

・
独
り
暮
ら
し
で
住
民
税
非
課
税
の
方

（
税
法
上
の
被
扶
養
者
、
施
設
入
所

者
は
除
く
）

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

・
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
を
有

す
る
家
庭
で
１8
歳
以
下（
１8
歳
に
達

し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま

で
）の
方
を
扶
養
す
る
父
母
等

・
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
を
有

す
る
家
庭
で
扶
養
さ
れ
て
い
る
１8
歳

以
下（
１8
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る

年
度
の
末
日
ま
で
）の
方

■
障
害
者
医
療
・
精
神
障
害
者
医
療

心
身
に
障
が
い
を
有
す
る
方
が
医
療

を
受
け
た
場
合
、
医
療
保
険
に
お
け
る

自
己
負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
を
お
持

ち
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
で
腎
臓
機
能

障
害
を
お
持
ち
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
～
６
級
で
進
行

性
筋
萎
縮
症
の
方

・
自
閉
症
候
群
と
診
断
さ
れ
て
い
る
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持

ち
の
方

■
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
方
が
医
療
を
受
け
た
場
合
、
医
療
保

険
に
お
け
る
自
己
負
担
額
を
助
成
し
ま

す
。

福
祉
医
療
受
給
者
証
に
つ
い
て

新
規
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
民

生
部
住
民
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
給
者
証
は
申
請
が
な
い
と
発
行
が
で

き
ま
せ
ん
。

■
子
ど
も
医
療

０
歳
～
１8
歳
ま
で
の
方
が
医
療
を
受

け
た
場
合
、
医
療
保
険
に
お
け
る
自
己

負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者

　

０
歳
～
１8
歳（
１8
歳
に
達
し
た
日
の

属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
）の
方
の

保
護
者

※
保
護
者
の
医
療
費
は
助
成
さ
れ
ま
せ

ん
。

■
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

ひ
と
り
親
家
庭
や
重
度
の
障
が
い
を

有
す
る
父
ま
た
は
母
等
が
い
る
家
庭

（
ひ
と
り
親
家
庭
と
同
じ
扱
い
に
な
る

家
庭
）が
医
療
を
受
け
た
場
合
、
医
療

保
険
に
お
け
る
自
己
負
担
額
を
助
成
し

ま
す
。

●
対
象
者

・
ひ
と
り
親
家
庭
で
１8
歳
以
下（
１8
歳

に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日

ま
で
）の
方
を
扶
養
す
る
父
母
等

・
ひ
と
り
親
家
庭
で
扶
養
さ
れ
て
い
る

１8
歳
以
下（
１8
歳
に
達
し
た
日
の
属

す
る
年
度
の
末
日
ま
で
）の
方

福
祉
医
療
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

障
害
者
医
療
、
後
期
高
齢
者
福
祉
医

療
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
有

効
期
限
が「
令
和
５
年
７
月
３１
日
」と
表

記
さ
れ
て
い
る
方
は
、
更
新
手
続
き
が

必
要
で
す
。

７
月
上
旬
に
対
象
の
方
へ
更
新
申
請

書
等
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

引
き
続
き
該
当
す
る
方
に
は
、
新
し

い
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。な

お
、
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
受
給
者

証
は
、
ご
自
宅
に
お
い
て
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

福
祉
医
療
の
ご
案
内
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手
当
に
係
る
注
意
点

●
所
得
制
限

飛
島
村
遺
児
手
当
以
外
は
、
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。
所
得
の
金
額
に
よ
り

支
給
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
障
が
い
の
程
度

支
給
対
象
者
と
さ
れ
て
い
る
程
度
の

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
場
合
で
も
、

診
断
書
等
の
要
件
に
よ
り
認
定
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
生
活
の
状
況

長
期
入
院（
３
カ
月
以
上
）や
施
設
入

所
、
婚
姻（
事
実
婚
を
含
む
）等
、
生
活

状
況
に
よ
り
支
給
対
象
外
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

障
が
い
の
あ
る
方
等
に
対
す
る
手
当

■
特
別
児
童
扶
養
手
当(

国
制
度)

●
支
給
対
象
者

①
２0
歳
未
満
の
身
体
障
害
１
～
２
級
程

度
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
判
定
程
度
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

②
２0
歳
未
満
の
身
体
障
害
３
級（
４
級

の
一
部
含
む
）程
度
ま
た
は
療
育
手

帳
Ｂ
判
定
程
度
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方

■
在
宅
重
度
障
害
者
手
当（
県
制
度
）

●
支
給
対
象
者

①
身
体
障
害
１
～
２
級
で
療
育
手
帳
Ａ

判
定
の
方
の
う
ち
在
宅
の
方

②
身
体
障
害
１
～
２
級
の
方
、
療
育
手

帳
Ａ
判
定
の
方
、
身
体
障
害
３
級
の

障
が
い
を
有
し
療
育
手
帳
Ｂ
判
定
の

方
の
う
ち
在
宅
の
方

■
愛
知
県
遺
児
手
当

●
支
給
対
象
者

父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ

る
家
庭
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
で
１8
歳
以

下(

１8
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
ま
で)

の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方

■
飛
島
村
遺
児
手
当

●
支
給
対
象
者

　

愛
知
県
遺
児
手
当
に
同
じ

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
手
当

■
児
童
扶
養
手
当(

国
制
度)

●
支
給
対
象
者

父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ

る
家
庭
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
で
１8
歳
以

下(

１8
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
ま
で)

の
児
童(

児
童
に
障
が
い

が
あ
る
場
合
は
２0
歳
未
満)

を
養
育
し

て
い
る
方

手
当
の
ご
案
内

●�手当月額

第１子
全部支給 44,140円
一部支給 44,130～10,410円

第２子加算
全部支給 +10,4２0円
一部支給 +10,410～5,２10円

第３子以降加算
全部支給 +��6,２50円
一部支給 +��6,２40～3,130円

●�手当月額(児童一人につき)
支給開始
１～３年目 4,350円

４～５年目 ２,175円

６年目以降 支給対象外

● 手当月額(児童一人につき)

①に該当する児童 5２,400円

②に該当する児童 34,900円

● 手当月額(一人につき)

①に該当する方 15,500円

②に該当する方 ��6,750円

● 手当月額(児童一人につき)

一律 3,２00円
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information

地
震
に
お
け
る
家
具
転
倒
等
に
よ
る

身
体
へ
の
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め

に
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
世
帯
に
対

し
、
家
具
転
倒
防
止
器
具
の
取
付
け
を

支
援
し
ま
す
。

●
対
象
世
帯

・
高
齢
者
世
帯（
６５
歳
以
上
の
み
）

・
障
が
い
者
が
い
る
世
帯（
た
だ
し
、

１8
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
方
と
の
同
居

世
帯
は
除
く
）

●
対
象
家
具（
10
カ
所
以
内
）

　

テ
レ
ビ
台
書
棚
・
食
器
棚
等

　

テ
レ
ビ
等
電
化
製
品

●
取
付
条
件

①
釘
・
ネ
ジ
・
Ｌ
型
器
具
な
ど
を
使
用

し
固
定
で
き
る
こ
と
と
し
ま
す
。

②
テ
レ
ビ
等
電
化
製
品
は
、
粘
着
パ
ッ

ト
式
と
な
り
ま
す
。

③
取
付
後
は
、
家
具
等
の
移
動
や
取
り

外
し
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

④
取
付
支
援
は
、
１
世
帯
に
１
回
と
し

ま
す
。

⑤
取
付
に
係
る
片
付
け
等
の
準
備
は
ご

自
身
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
世
帯
等
へ
の
家
具
転
倒
防
止

器
具
取
付
事
業
の
お
知
ら
せ

●
費

用　
無
料

●
申
込
先

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

本
村
で
は
、
お
子
さ
ん
を
小
・
中
学

校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
に
経
済
的
な
理

由
で
お
困
り
の
方
に
対
し
、
学
用
品

費
・
修
学
旅
行
費
な
ど
の
一
部
を
援
助

す
る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対

象

・
村
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

た
家
庭

・
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
家
庭

・
そ
の
他
経
済
的
に
お
困
り
の
家
庭

●
問
合
せ
先

　

中
央
公
民
館
教
育
課

就
学
援
助
に
つ
い
て

⑤
た
き
火
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む

う
え
で
通
常
行
う
廃
棄
物
の
焼
却
で

あ
っ
て
軽
微
な
も
の

　
（
例
）落
ち
葉
た
き
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

な
ど
。
近
隣
住
民
の
ご
迷
惑
と
な
ら

な
い
よ
う
ご
配
慮
く
だ
さ
い
。

※
例
外
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、
近
隣

住
民
か
ら
の
苦
情
が
あ
る
場
合
は
、

「
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に“
著
し
い

影
響
”を
与
え
る
焼
却
」と
し
て
指
導

の
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、
周
辺
へ

の
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
や
む
を
得
ず
行
う
場
合
は
、
次
の
こ

と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
水
バ
ケ
ツ
な
ど
の
消
火
器
具
を
準
備

す
る
。

②
で
き
る
か
ぎ
り
複
数
人
で
行
う
。

③
焼
却
中
は
風
向
き
の
変
化
に
注
意
す

る
と
と
も
に
強
風
時
は
行
わ
な
い
。

④
焼
却
中
は
そ
の
場
を
離
れ
ず
、
火
の

監
視
を
す
る
。

⑤
建
物
や
燃
え
や
す
い
物
の
近
く
で
は

行
わ
な
い
。

⑥
焼
却
火
の
残
火
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
て
か
ら
そ
の
場
を
離
れ
る
。

●
問
合
せ
先

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

本
村
に
は「
近
所
の
庭
や
田
畑
で
ご

み
を
燃
や
し
て
い
て
煙
が
迷
惑
」と

い
っ
た
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。ご

み
を
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ
て
燃
や

し
た
り
、
穴
を
掘
っ
て
燃
や
し
た
り
、

ブ
ロ
ッ
ク
積
み
の
炉
あ
る
い
は
ド
ラ
ム

缶
、
一
斗
缶
な
ど
で
燃
や
し
た
り
す
る

こ
と
は
野
焼
き
行
為
に
該
当
し
、「
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
」で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
ご

み
は
野
焼
き
せ
ず
、
本
村
の
ご
み
収
集

日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
収
集
日
は
、
す
こ
や
か
カ
レ
ン
ダ
ー

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
野
焼
き
の
例
外

①
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施

設
の
管
理
を
行
う
た
め

　
（
例
）河
川
敷
、
道
路
の
草
焼
き

②
天
災
や
そ
の
他
の
災
害
の
予
防
、
応

急
対
策
ま
た
は
復
旧
の
た
め

③
風
俗
慣
習
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を

行
う
た
め

　
（
例
）火
祭
り
、
ど
ん
と
焼
き

④
農
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に

や
む
を
得
な
い
も
の

野
焼
き
な
ど
の
焼
却
行
為
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す


